
 

               

 

 令 和 ４ 年 ８ 月 ９ 日  

                
 

江別市・平取町の「かわまちづくり計画」が登録されました 

～地域の活性化につながる賑わいある河川空間を創出します～ 
 

江別市と平取町が策定した「かわまちづくり計画」が、国土交通省のかわまちづくり

支援制度に本日登録されましたのでお知らせします。なお、かわまちづくり計画登録証

の伝達式は、以下のとおり行う予定です。 

 
国土交通省では、水辺を活かして地域の賑わい創出を目指す取組「かわまちづくり」を推進しています。 
「かわまちづくり」とは、地域が持つ「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、地域活性化や観光振
興などを目的に、市町村や民間事業者、地域住民等と河川管理者が各々の取組を連携することにより、
「河川空間」と「まち空間」が融合した良好な空間を形成し、河川空間を活かして地域の賑わい創出を目指
す取組です。 
 
 

○添付資料 

  別紙１ 北海道における「かわまちづくり計画」の登録箇所  

  別紙２ 計画の箇所別概要 

 

○伝達式概要 

  伝達式では、各開発建設部長等から登録証伝達のほか、関係者による記念撮影等を予定しています。
取材の取扱いに関しては、別途お知らせいたします。なお、各箇所の開催日時、場所は次のとおり
です。 

 

箇所名 

（申請者） 
日時 場所 

江別市かわまちづくり 
（江別市） 

令和４年８月２２日（月） 
１０：００－１０：３０ 

江別市役所 ２階 公室 
（江別市高砂町６番地） 

平取町かわまちづくり 
（沙流郡平取町） 

令和４年８月３０日（火） 
１４：００－１４：３０ 

平取町役場 ２階 会議室 
（沙流郡平取町本町２８番地） 

 
 
全国の取組は以下の国土交通省ホームページでご確認いただけます。 
 かわまちづくりＨＰ：https://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/ 

 
「かわまちづくり支援制度」の概要は、以下の北海道開発局ホームページに掲載して 
います。 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kawa_kei/ud49g7000000ahtj.html 

 
川の自然環境や景観、水辺の活動、サイクリング環境等、川に関する
情報を効果的に発信するとともに、地域と連携して、魅力的な水辺空
間の創出、水辺利活用を促進し、北海道らしい地域づくり・観光振興
に貢献する「かわたびほっかいどう」を推進します。 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】  

 ○かわまちづくり支援制度について 

     国土交通省 北海道開発局 電話（代表）011-709-2311 

       建設部 河川計画課 河川計画調査官  小西 英敏（内線5294） 

       建設部 河川計画課 計画第3係長    小泉 和久（内線5318） 

北海道開発局ホームページ  https://www.hkd.mlit.go.jp/ 

 

 ○江別市かわまちづくりについて 

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 電話（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）011-611-0329 

          河川計画課 課長       川住 亮太（内線 3291） 

         河川計画課 事業専門官  村上 泰啓（内線 3327） 

札幌開発建設部ホームページ  https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 

     江別市経済部 電話（代表）011-381-1023 

       商工労働課 課長  川島 雅一（内線 2510） 

 

 ○平取町かわまちづくりについて 

国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 電話（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）0143-25-7045 

  治水課 課長     入交 泰文（内線291） 

  治水課 流域計画官  北清 竜也（内線407） 

室蘭開発建設部ホームページ  https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/ 

     平取町 電話（代表）01457-2-2222 

      まちづくり課 課長  山田 基生  

 



北海道における「かわまちづくり計画」の登録箇所 別紙１

R4.8.9時点
国管理河川 12か所
北海道管理河川 9か所 名寄川地区かわまちづくり

（名寄市・下川町）

網走かわまちづくり
（網走市）

旭川市かわまちづくり
（旭川市）

天塩かわまちづくり
（天塩町）

砂川地区かわまちづくり
（砂川市）

平取町かわまちづくり
（平取町）

弟子屈地区かわまちづくり
（弟子屈町）

帯広市かわまちづくり
（帯広市）

美瑛川地区かわまちづくり
（美瑛町）

天神地区外かわまちづくり
（小樽市）

当別川かわまちづくり
（当別町）

松倉川かわまちづくり
（函館市）

大沼公園広場地区かわまちづくり
（七飯町）

江別市かわまちづくり
（江別市）

十勝川中流域かわまちづくり
（音更町・池田町・幕別町）

浦幌町市街地地区かわまちづくり
（浦幌町）

北見市東部地区かわまちづくり
（北見市）

雄武町市街地区かわまちづくり
（雄武町）

恵庭かわまちづくり
（恵庭市）

雨煙別川かわまちづくり
（栗山町）

R4.8新規登録

R4.8変更登録

利根別川かわまちづくり
（岩見沢市）



「江別市かわまちづくり」（北海道江別市）
え べ つ し

１．概要
江別市では「えべつ未来づくりビジョン」に基づき、地域資源を活かし江別観光の
魅力をさらに高めるとともに、商店街の活性化や観光による産業の振興等を推進
しています。地域資源の発掘と活用、観光・イベント情報の発信を行い、江別市の
イメージアップ、物産と観光が融合した江別ブランドの確立を図っています。
この取組を充実させるため、本計画では、石狩川合流点付近の千歳川の水辺整備を行い、水辺・周辺の歴史的建
造物・まちをつなぐことで、まちなかの回遊性・親水性を高め、賑わいの創出による地域の活性化を図ります。
国土交通省では、この取組に対し、必要な河川管理施設の整備のほか、河川空間において営利活動を実施する場
合には、河川占用敷地許可準則２２に基づく、都市・地域再生等利用区域の指定等の支援を実施していきます。

対象河川 ： 一級河川 石狩川水系千歳川 【国管理河川】

市町村名 ： 北海道江別市

推進主体 ： 江別市

いしかりがわ ちとせがわ

えべつし

えべつし
江別市

石狩川

千歳川

位置図

※今後、工事実施のための詳細な設計等を実施することにより、実施内容を変更する場合があります。

２．ハード施策の内容
国土交通省 ： 側帯、階段護岸、高水敷整正、河川管理用通路、アクセス通路
江別市 ： 拠点整備、多目的広場、駐車場、街灯・照明、水道・電気施設

３．ソフト施策の内容
国土交通省 ： 都市・地域再生等利用区域の指定 等
江別市 ： 千歳川の水辺空間を活用した新たなイベントや冬のアクティビティ等の企画、水辺・歴史的建造部・

まちをつなぐ広域周遊観光コースの設定 等

【別紙２】
え べ つ し

整備イメージ



「平取町かわまちづくり計画（変更）」（北海道沙流郡平取町）
びらと りち ょ う

さ る ぐ ん

対象河川 ： 一級河川 沙流川水系沙流川 【国管理河川】

市町村名 ： 北海道沙流郡平取町

推進主体 ： 平取町

さるがわ さるがわ

びらとりちょう

びらとりちょう 沙流川

位置図

※今後、工事実施のための詳細な設計等を実施することにより、実施内容を変更する場合があります。

２．ハード施策の内容
国土交通省 ： 緩傾斜整備、水辺整備、管理用道路整備 平取町 ： 案内板整備、植樹

３．ソフト施策の内容
平取町 ： アイヌ文化の有用樹木育成、伝統文化研修

【別紙２】
びらとりちょう

１．概要
平取町は、アイヌ文化の保存・継承を通してふるさとの歴史や文化を愛する心を育み、文化の薫り高いまちづくりを積
極的に推進しており、特にアイヌ文化が色濃く残る二風谷地区にコタン(集落)の再整備やイオル文化交流センターの
整備を行い、地域の歴史文化体験など、アイヌ文化の振興に取り組んでいます。

今回、この取組をさらに充実させるため、二風谷ダム湖岸や水路を水辺に気軽に近づける形へと整備し直すことに加
えて、既存の施設を結ぶ管理用道路等を整備します。これにより、二風谷ダム湖岸の親水性を向上させるだけでなく、
これまでの「かわまちづくり」支援制度で整備してきたフットパスの動線を生かして交流人口を増やすと共に、地区内の
回遊性を高め、水辺の賑わい創出に取り組みます。

国土交通省ではこの取組に対し、必要な河川管理施設の整備をしていきます。

平取町

二風谷ダム湖岸(左岸)の現状

整備概要

二風谷ダム

立入禁止措置

手摺り破損

緩傾斜整備(国)・植樹(町)

視点場利用(町)

水辺整備(国)

管理用道路整備(国)
看板整備(町)

緩傾斜整備(国)
植樹(町)


